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【 結果で陽性が確定した場合 】 

入院勧告 

移動・搬送 

 

入院 

検体確保・搬入 
 
 

検査結果 

※検査結果確定まで医療機関又は自宅で待機 

第二種感染症指定医療機関 （入院・加療） 

連絡 

環境保健センター 

（検査） 

新型コロナウイルス感染症に罹患した 

疑いのある患者（患者要件等を考慮） 

新型コロナウイルス感染症 疑似症患者 対応フロー （ 相談～診察・検査～入院 ） 

 

 

 

医療機関調整 

受診 

帰国者・接触者外来 

 （診察・検体採取等）（疑似症届出） 

県庁  相談窓口 

保健所  相談窓口 

保健所 

連絡（医療機関調整が

必要な場合） 

医療機関 

・患者にサージカルマスクを着用 

・医療機関の個室等で待機させ保健所に連絡 

 

相談 相談 

※ なお、２月２５日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえ、 

今後、山口県において患者数が大幅に増えた場合等には、この対応フローを変更する予定です。 


